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法学会記事・民事法研究会記事

北
海
道
大
学
法
学
部
法
学
会
記
事

(
昭
和
三
八
年
三
月
)

て
三
月
一
日
(
金
)

O
団
地
族
の
政
治
意
識

阿宮

部田

二
、
三
月
一
五
日
(
金
)

最
近
の
判
例
か
ら
み
た
憲
法
と
労
働
法

β、
a 

村

(
昭
和
三
八
年
四
月

t
六
月
)

一
、
四
月
一
二
日
(
金
)

O
中
世
の
自
由
と
国
家

二
、
五
月
一

O
日
(
金
)

O
「
学
会
報
告
」

法
社
会
学
会

比
較
法
学
会

石半

田

正

五

十

嵐

平

出

慶

深

瀬

忠

石

川

民
科
法
律
部
会

法
制
史
学
会

、
五
月
二
四
日
(
金
)

四容成

JIl 

O
自
衛
隊
法
の
違
態
問
題

四
、
六
月
二
八
日
(
金
)

O
判
例
研
究

第
三
者
没
収
違
憲
判
決
(
最
高
裁
昭
和
三
七
年
一
一
月
二
八
日
判
決
)

内

田

文

昭

国
会
乱
闘
事
件
判
決
(
東
京
地
裁
昭
和
三
七
年
一
月
二
二
日
判
決
)

熊

本

信

夫

深

瀬

申
パム、
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郎甫

北
海
道
大
学
法
学
部
民
事
法
研
究
会
記
事

(
昭
和
三
八
年
四
月

t
六
月
)

和武

一
、
五
月
一

O
日
(
金
)
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

O
事
故
に
よ
り
死
亡
し
た
幼
児
の
偲
べ
か
り
し
利
益
の
推
認
が
で
き
な
い

と
さ
れ
た
判
断
と
経
験
則
違
背
の
有
無
(
昭
和
三
七
年
五
月
四
日
判
決

民
集
一
六
巻
五
号
一

O
四

四

頁

)

中

川

良

延

二
、
五
月
一
七
日
(
金
)
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

。
民
法
五

.hO条
の
念
日
一
向
に
当
る
と
さ
れ
た
事
例
(
昭
和
一
ニ
七
年
四
月
二

六
日
判
決
民
集
一
六
巻
四
号
一

O
O二
頁

)

小

林

克

彦

。
市
財
政
局
主
事
が
同
局
所
管
事
務
を
仮
装
し
て
な
し
た
不
法
行
為
で
も

民
法
第
七
一
五
条
の
「
事
業
ノ
執
行
ニ
付
キ
」
な
し
た
行
為
に
当
ら
な

い
と
さ
れ
た
事
例
(
昭
和
三
七
年
三
月
二

O
日
判
決
民
集
一
六
巻
三

号

五

七

八

頁

)

神

田

孝

夫

O
会
社
が
発
行
す
る
株
式
総
数
中
に
未
発
行
部
分
が
あ
る
場
合
に
、
株
式

武一道 清 夫



総
数
を
増
加
す
る
旨
の
定
款
変
更
を
な
し
う
る
か
等
(
昭
和
三
七
年
三

月
八
日
判
決
民
集
一
六
巻
三
号
四
七
三
頁
)
曽
根
理
之

三
、
五
月
三
一
日
(
金
)
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

O
登
記
名
義
人
を
異
に
す
る
二
重
の
保
存
登
記
の
一
方
の
登
記
名
義
人
を

登
記
義
務
者
と
す
る
所
有
権
移
転
登
記
の
申
請
と
不
動
産
登
記
法
第
四

九
条
第
六
号
(
昭
和
三
七
年
一
月
一
一
三
日
判
決
民
集
二
ハ
巻
一
号
一

一O
頁

)

川

井

健

。
本
人
が
無
権
代
理
人
を
相
続
し
た
場
合
に
お
け
る
無
権
代
理
行
為
の
効

力
(
昭
和
三
七
年
四
月
二

O
日
判
決
民
集
一
六
巻
四
号
九
五
五
頁
)

官

、

水

広

O
約
束
手
形
の
支
払
地
「
東
京
都
」
な
る
記
載
が
適
法
と
さ
れ
た
事
例

(
昭
和
三
七
年
二
月
二

O
日
判
決
民
集
一
六
巻
二
号
三
四
一
頁
)

岸

田

昌

洋

O
会
社
の
い
わ
ゆ
る
嘱
託
が
労
幼
者
と
認
め
ら
れ
た
事
例
(
昭
和
三
七
年

五
月
一
八
日
判
決
民
集
二
ハ
巻
五
号
一
一

O
八
頁
)

佐

保

雅

子

民事法研究会記事

四
、
六
月
七
日
(
金
)
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

。
停
止
条
件
付
代
物
弁
済
契
約
に
基
い
て
な
さ
れ
た
売
買
予
約
に
よ
る
所

有
権
移
転
請
求
権
保
全
の
仮
登
記
の
効
力
(
昭
和
三
七
年
七
月
六
日
判

決

民

集

一

六

巻

七

号

一

四

五

二

頁

)

半

田

正

夫

O
畜
犬
の
飼
主
に
保
管
上
の
過
失
を
認
め
た
事
例
(
昭
和
三
七
年
二
月
一

日

判

決

民

集

一

六

巻

二

号

一

四

三

頁

)

渡

辺

正

昭

O
経
済
関
係
罰
則
ノ
整
備
ニ
関
ス
ル
法
律
第
四
条
に
よ
る
株
券
の
没
収
は

株
主
権
に
及
ぶ
か
等
(
昭
和
三
七
年
四
月
二

O
日
判
決
艮
集
二
ハ
巻

四
号
八
六
O
頁

)

藤

原

雄

三

O
商
法
第
三
八
六
条
第
一
項
第
一
号
に
よ
る
会
社
債
務
弁
済
禁
止
の
保
全

処
分
と
会
社
に
対
す
る
給
付
の
訴
の
可
否
(
昭
和
三
七
年
三
月
二
三
日

判
決
民
集
二
ハ
巻
三
号
六
O
七

頁

)

曽

根

理

之

五
、
六
月
二
一
日
(
金
)
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

O
相
続
人
は
民
法
第
一
八
七
条
第
一
項
の
承
継
人
に
あ
た
る
か
(
昭
和
三

七
年
五
月
一
八
日
判
決
民
集
一
六
巻
五
号
一

O
七
三
頁
)

品

川

孝

次

O
借
地
法
第
四
条
第
一
項
の
合
憲
性
(
昭
和
三
七
年
六
月
六
日
判
決
民

集

二

ハ

巻

七

号

一

二

六

五

頁

)

神

田

孝

夫

O
保
険
会
社
の
支
社
長
が
商
法
第
四
二
条
に
い
う
「
支
底
」
の
営
業
の
主

任
者
に
あ
た
ら
な
い
と
さ
れ
た
事
例
(
昭
和
三
七
年
五
月
一
日
判
決

民
集
二
ハ
巻
五
号
一

O
三

一

頁

)

石

田

満

北
海
道
大
学
法
学
部
公
法
研
究
会
記
事

(
昭
和
三
八
年
三
月
1
六
月
)

一
、
三
月
四
日
(
金
)
判
例
研
究

O
富
士
山
頂
譲
与
処
分
事
件
(
名
古
屋
地
裁
昭
和
三
七
年
三
月
二
七
日

判

例

時

報

二

九

四

号

二

頁

)

神

谷

昭

O
経
済
統
制
法
規
違
反
の
所
得
に
対
す
る
課
税
の
適
否
(
大
阪
地
裁
昭
和

三
七
年
三
月
二
七
日
判
例
時
報
二
九
四
号
三
六
頁
)

深

瀬
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会法研究会記事・政治研究会記事

O
道
路
運
送
法
一

O
一
条
一
項
の
合
憲
性
(
大
阪
高
裁
昭
和
三
六
年
一
一

月
二
二
日
判
例
時
報
二
九
四
号
五
六
頁
)
深
瀬
忠
一

二
、
五
月
一

O
(金
)
判
例
研
究

O
相
続
税
法
旧
四
条
一
項
目
号
(
現
行
三
条
一
項
二
号
)
所
定
の
「
退
職

手
当
金
」
の
意
義
お
よ
び
所
得
税
法
に
お
け
る
所
得
の
発
生
時
期
(
大

阪
地
裁
昭
和
三
七
年
二
月
一
六
日
判
例
時
報
二
九
五
号
二
四
頁
)

中

村

陸

男

O
警
察
官
の
自
動
車
検
聞
を
不
適
法
と
し
た
事
例
(
大
阪
地
裁
昭
和
三
七

年
二
月
二
八
日
判
例
時
報
二
九
六
号
六
頁
)
今
村
成
和

三
、
五
月
一
七
日
(
金
)
判
例
研
究

O
出
訴
期
間
経
過
後
に
な
さ
れ
た
「
追
完
」
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
請
求
の

趣
旨
が
明
確
に
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
当
該
訴
が
出
訴
期
間
内
に
提
起

さ
れ
た
適
法
な
も
の
を
認
め
ら
れ
た
事
例
(
大
阪
地
裁
昭
和
三
七
年
三

月

九

日

判

例

時

報

ニ

九

八

号

一

四

頁

)

深

瀬

忠

一

O
旅
券
発
給
拒
否
処
分
が
適
法
と
さ
れ
た
事
例
(
東
京
高
裁
昭
和
三
七
年

六
月
一
コ
一
日
判
例
時
報
二
九
九
号
二
七
頁
)
中
村
陸
男

O
農
地
法
入

O
条
該
当
買
収
農
地
に
関
す
る
旧
地
主
一
の
権
利
(
東
京
地
裁

昭
和
三
七
年
五
月
二
日
判
例
時
報
三

O
三
号
二
二
頁
)

今

村

成

和

四
、
五
月
二
四
日
(
金
)
判
例
研
究

O
農
地
買
収
無
効
確
認
請
求
事
件
(
最
高
裁
昭
和
三
七
年
八
月
二
一
日

民

集

一

六

巻

八

号

一

七

八

七

頁

)

菅

原

勝

伴

五
、
六
月
七
日
(
金
)
判
例
研
究

O
自
転
車
二
人
乗
禁
止
の
解
除
と
刑
の
廃
止
(
最
高
裁
昭
和
三
七
年
四
月

四

日

判

例

時

報

二

九

八

号

四

頁

)

神

谷

昭

O
旧
道
交
法
施
行
令
六
七
条
二
項
の
事
故
内
容
報
告
義
務
の
規
定
の
合
憲

性
(
最
高
裁
昭
和
三
七
年
五
月
二
日
判
例
時
報
三

O
二
号
四
頁
)

小

岩

洋
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北
海
道
大
学
法
学
部
政
治
学
研
究
会
記
事

(
昭
和
三
八
年
三
月

t
六
月
)

て
隔
週
金
曜
日
ベ
プ
レ
ン
研
究
会

二
、
六
月
一
一
日
(
火
)

0
0・
H
N
-
冊目自由ロ

¥
A，y
o
g吉
山
口

L
凶
・
〈

mzoロ
ョ
の
紹
介

十

億

昭

雄

三
、
六
月
二
六
日
(
水
)

O
声
。
ぇ
s
m
o
g
r
F
n
d
m
s
s
g
q
g門ご
r
m
O円
四
回
巳
N

邑
ロ
ロ
D
同

同

vo--件
付
回
一
宮
町
民

2
3
研

究

会

第

一

回

小

川

晃

一


